
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

議案第６号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

平成３０年３月６日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 特別職の職員で非常勤のものに対する通勤費用相当分の費用弁償を支給する

こととし、また、保育専門員の報酬額について見直しを行い、附属機関の委員に

ついて新たに追加するもの。 

上記議案を提出します。 



   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の２項を加える。 

４ 特別職の職員で非常勤のもののうち、長与町職員の給与に関する条例（昭和３２年条

例第８号。以下「給与条例」という。）第９条の３第１項各号に規定する事由に該当する

と認められるものについては、通勤のために要する費用（以下「通勤費用」という。）を

費用弁償として支給することができる。 

５ 通勤費用の額、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤費用の支給及び返納

に関し必要な事項については、給与条例第９条の３に定める通勤手当の例による。ただ

し、その任用形態により、任命権者が最も経済的かつ合理的と認める場合は、その通勤

費用の額及び支給額の改定については、規則で定めるところによる。 

 別表中 

「 

介護保険専門員 〃 １６５，０００ 

介護保険認定調査員Ⅰ 〃 １６２，５００ 

加算額 １月の調査件数

が３５件を超える場合、

その超える件数１件につ

き４，０００ 

」を  

「 

介護保険専門員Ⅰ 〃 １６５，０００ 

介護保険専門員Ⅱ 時間額 １，２２０ 

介護保険認定調査員Ⅰ 月額 １６２，５００ 

加算額 １月の調査件数

が３５件を超える場合、

その超える件数１件につ

き４，０００ 

」に、 

 

「 

保育専門員 〃 １６７，５００ 

」を  



「 

保育専門員 〃 １８０，０００ 

」に  

改め、同表町長の部に次のように加える。 

長与町避難行動要支援者避難支援連絡

協議会 

委員長 

委員 

〃 ７，４００ 

〃 ７，０００ 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


